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タイトル「そやとこと！」の由来
相手の話に、「そう、そのとおり」と、同感の気持
ちをもって受け答えするときのことばや態度です。
お互いに思いやりをもって、交流を深めたい。
そんな願いを込めてサブタイトルにしました。

ミコト君
［古代バージョン］

「秋の恵み」とれました「秋の恵み」とれました
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　今年も、11月９日から15日までの一週間､ 『火は見て
る　あなたが離れる　その時を』をスローガンに、県内
一斉に秋季火災予防運動が実施されます。
　火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、市民の
方々に火災予防の意識を高めていただくことにより、火
災の発生を防止し、火災から尊い生命と貴重な財産を守
ることを目的としています。
　羽咋消防署・市消防団では期間中、次の行事を行い火
災予防運動思想の普及に努めます。

○消防車や広報車による市内巡回広報で防火
を呼びかけます。

○防火ポスターや懸垂幕を掲示して防火を呼
びかけます。

○危険物施設や事業所の立入検査・防火指導
を行います。

秋の火災予防運動秋の火災予防運動秋の火災予防運動

住宅防火 いのちを守る７つのポイント
－３つの習慣・４つの対策－

＜3つの習慣＞
 １ 寝たばこは、絶対やめる。
 ２ ストーブは、燃えやすいものから離れた位

置で使用する。
 ３ ガスこんろなどのそばを
　　離れるときは、必ず火を消す。
＜4つの対策＞
 １ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器

を設置する。
 ２ 寝具、衣類およびカーテンからの火災を防
ぐために、防炎品を使用する。

 ３ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消
火器などを設置する。

 ４ お年寄りや身体の不自由な人を守るため
に、隣近所の協力体制をつくる。

　これから寒くなるにつれて、暖房機器を使用する時季となります。使用前には必ず点検、整備を
行い、火気の取り扱いには十分注意し、以下の4つのポイントを守りましょう !

一、まず消火 !給油は火が消えてから !
　　火がついたままの状態で給油すると、火災になる恐れがあります。給油は必ずストーブを消し
てから行ってください。給油後はカートリッジタンクの口金を確実に締め、灯油漏れがないか確
認しましょう。

一、燃えやすいものをそばに置いたり、洗濯物を乾かしたりしない !
　　ストーブで洗濯物を乾かさないでください。カーテンや新聞・雑誌、
　マッチなど燃えやすい物をストーブの近くに置くことをやめましょう。

一、不良灯油は故障のもと !
　　不良灯油（変質灯油・不純灯油）を使うと異常燃焼や故障の原因となります。昨シーズンから
持ち越して変色した灯油などの使用はやめましょう。

一、ファンヒーターの近くではヘアースプレーは使用しない !
　　スプレー缶をストーブの上や温風の当たる場所に置くと破裂する恐れがあります。また、
　石油ファンヒーターの近くでシリコーン配合のヘアースプレーなどを使うとシリコーンが
　フレームロッド（正しい燃焼の見張り機能）に付着して点火ミスや途中消火を起こし、故
　障の原因になります。
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　住宅火災により死者が急増してい
るからです。その原因の70％は逃げ
遅れで、高齢者が多いということか
ら早期火災の発生を知らせ、逃げ遅
れを防止します。
　消防法が改正されて、すべての住
宅に火災警報器の設置が義務化され
ました。米国では、住宅用火災警報
器の普及率が高くなるにつれて住宅
火災による死者数が減少しています。

な業者がいますのでご注意ください。
　また、火災警報器は、購入後の無
条件解約の申し出（クーリング・オフ）
の対象となっています。場合によっ
ては、無条件で解約できることもあ
ります。「おかしいな」と思ったら消
費生活相談窓口にご相談を。
•石川県消費生活支援センター
　☎076・267・6110
•市商工観光課　☎22・1118

なぜ必要なの？

•煙式と熱式の2種類があります。
　煙式警報器（寝室、階段など）
　　煙が火災警報器に入ると音や音
声で知らせます。

　熱式警報器（台所など）
　　周囲温度が一定の温度に達する
と音や音声で知らせます。

•約10年をめどに機器の交換が必要です。
•電池タイプは交換を忘れず、定期的
に点検しましょう。
※煙式警報器が義務設置となってい
ます。

住宅用火災警報器とは？

•子ども部屋(寝室)にも設置しましょ
う。
•寝室が2階の場合は階段にも設置
しましょう。

　住宅用火災警報器は電気店やホー
ムセンターなどで購入できます。電
池タイプのものであれば、簡単に取
り付けることができます。
　購入するときは、日本消防検定協
会の品質を保証する
鑑定マーク (ＮＳマ
ーク )が付いている
ものを選びましょう。

どこで購入するの？

　消防署職員が一般住宅を訪問し、
火災警報器を販売することはありま
せん。あたかも消防署職員のような
服装や言動で訪問し、勧誘する悪質

悪質販売にご注意を！

◇総務省消防庁
　http://www.fdma.go.jp/
◇羽咋消防本部
　http://www.hakuikouiki.jp/syoubou/content.html
◇㈳日本火災報知機工業会
　http://www.kaho.or.jp/
◇㈶日本防火協会
　http://www.n-bouka.or.jp/
◇住宅防火対策推進協議会
　http://www.jubo.go.jp/

『住宅用火災警報器』に  
関する情報掲載ホーム
ページはこちら　　　

羽咋消防署
☎22・0089

気軽にお問い合わせください

えっ火事 !どこ？と思ったら　222999
　消防用サイレンは、災害発生時に消防団員を招集 ( 出動 ) するために、
下記のように吹鳴されます。                                  

サイレン吹鳴区域 回数

災害発生分団区域
災害応援出動区域
災害招集出動区域
訓練招集

５回
３回
２回
２回

　出火場所などの問い合わせ電話は、☎
22・2999へお願いします。
　なお、やじ馬などによる現場の混雑や
交通事故や落下物による二次災害を避け
るため、防災行政無線からは鎮火広報の
み行っています。

平成19年度羽咋市消防団
火災防ぎょ訓練を行います。
日時　11月10日㈯　午前6時30分～
場所　雙樹寺、酒井会館（酒井町）
内容　放水訓練　ほか
※訓練後、市内巡回パレードを行い
ます。
問い合わせ　羽咋消防署
　　　　　　（☎22・0089）

•寝室に設置しましょう。

どこに設置するの？












































